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電通の新入女性社員の過労自殺の問題は、労働者と日本社会に大きな衝撃を与えました。

東京労働局の「かとく」とよばれる「過重労働撲滅特別対策班」のその後の調査で、３６協

定を超える残業やずさんな労働時間管理など電通の組織全体像が明らかにされてきており、

それが日本の労働現場の氷山の一角であることも指摘されています。郵便局でも、さいたま

新都心郵便局で２０１０年、始業時に社屋から飛び降り自死した事件で、遺族が会社に損害

賠償を求めていました。裁判は、１０月１２日、会社が和解金を支払い「遺憾の意」を表す

ることで和解しました。 

 さいたま新都心郵便局では、年

賀状やゆうパックなどの過大な

販売ノルマに、達成できなけれ

ば自分で買い取る「自爆営業」。

事故やミスを「お立ち台」に立

たせて説明させる「見せしめ」

が行われていたなど、過大なノ

ルマと厳しい労働環境でした。 

男性は、０６年に同郵便局に

異動し、上記の労働環境で０８

年にうつ状態と診断され、休業

と復職をくり返していました。

そのため、配置転換の希望やう

つ状態で何度も休業していたの

に会社は適切な措置を取らなか

った（安全配慮義務違反）ため

自殺したと訴えていました。 

 

 多くの郵便局では、超勤は自主申告、労基法で定めら

れている４５分の休憩もまともに取れていないなど、企

業に義務付けられている労働時間の管理が正しく把握さ

れていません。電通でも、始終時刻が社員の自主申告と

なっておりただ働きも多く、時間管理が把握されていま

せんでした。どこでも労基法違反が蔓延しているのです。

そのため最近では、「かとく」が靴のＡＢＣマートの違法

残業で会社役員を書類送検しています。 


